
別表第５（第23条関係） 別添４

（平成３０年４月１日改定）

特　１
労働者災害補償保険法施行規則（以下「労災保険法施行規則」とい
う。）第46条の17第１号の事業（個人タクシー、個人貨物運送業者）

１０００分の１２

特　２ 労災保険法施行規則第46条の17第２号の事業（建設業の一人親方） １０００分の１８

特　３ 労災保険法施行規則第46条の17第３号の事業（漁船による自営業者） １０００分の４５

特　４ 労災保険法施行規則第46条の17第４号の事業（林業の一人親方） １０００分の５２

特　５
労災保険法施行規則第46条の17第５号の事業（医薬品の配置販売業
者）

１０００分の　７

特　６ 労災保険法施行規則第46条の17第６号の事業（再生資源取扱業者） １０００分の１４

特　７
労災保険法施行規則第46条の17第７号の事業（船員法第一条に規定す
る船員が行う事業）

１０００分の４８

特　８
労災保険法施行規則第46条の18第１号ロの作業（指定農業機械従事
者）

１０００分の　３

特　９
労災保険法施行規則第46条の18第２号イの作業（職場適応訓練受講
者）

１０００分の　３

特１０
労災保険法施行規則第46条の18第３号イ又はロの作業（金属等の加
工、洋食器加工作業）

１０００分の１５

特１１
労災保険法施行規則第46条の18第３号ハの作業（履物等の加工の作
業）

１０００分の　６

特１２ 労災保険法施行規則第46条の18第３号ニの作業（陶磁器製造の作業） １０００分の１７

特１３
労災保険法施行規則第46条の18第３号ホの作業（動力機械による作
業）

１０００分の　３

特１４
労災保険法施行規則第46条の18第３号ヘの作業（仏壇、食器の加工の
作業）

１０００分の１８

特１５
労災保険法施行規則第46条の18第２号ロの作業（事業主団体等委託訓
練従事者）

１０００分の　３

特１６ 労災保険法施行規則第46条の18第１号イの作業（特定農作業従事者） １０００分の　９

特１７ 労災保険法施行規則第46条の18第４号の作業（労働組合等常勤役員） １０００分の　３

特１８
労災保険法施行規則第46条の18第５号の作業（介護作業従事者及び家
事支援従事者）

１０００分の　５
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